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図書館のミッションを考える

.i止.え露
図書館本来の機能,つまリミッションは,民主主義社会の国民・住民の「自立支援」を「知的インフラ」という側面で支えることである。

真の民主主義社会の実現には,政府と国民との間でできるだけ広範な情報共有が必要であると同時に,政府が発信する情報だけでなく,い
わば「対抗軸」ともいうべき客観的資料や政府案への問題点を論じた資料など,バランスの取れた情報環境が必要である。また,重要な政

策決定を審議する際,失敗事例,諸外国事情を含め,基礎となる資料や情報は不可欠である。それらの情報環境を担うのが図書館であり,

図書館のミッションといえる。そして,それらの情報へのアクセスを的確に行うのが司書の役割である。
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1.は じめ に

現代社会において図書館が重要な役割を果たすことは言

を侯たない。ただ,こ の認識は図書館関係者の間では常識

に属するだろうけれども,世の中一般に共有されているか

となるとはなはだおぼつかない。

例えば,身近なところで自治体の首長である。筆者は鳥

取県知事をすでに 8年間務めていて,これまで機会あるご

とに図書館の大切さを説いているのだが,一向に全国の首

長の間で共感ないし賛同の環が広がる気配はない。

議員の皆さんはどうだろうか。国会の中で図書館整備の

必要性とその質の向上を熱心に説いている議員がいるのか

どうか,寡間にして知らない。また,全ての地方議会には

必ず議会図書室が訓けられている (こ とになっている):地

方自治法において設置を義務付けされているからだ。これ

らの図書室の現状はどうだろうか。地方議員の調査活動な

どに有効に利用されているだろうか。読者の皆さんの中で

関心がある方は最寄りの議会図書室を訪れてみ られるとい

い。図書室の看板は掲げられていても,実態は倉庫ないし

物置状態であることに驚かされる人も少なくないはずだ。

教育現場に目を転じ,学校図書館を取 り上げてみよう。

かつて学校図書館の図書購入費に充てることを条件に国か

ら市町村に対して一定の財源が交付されていた。その財源

のもとが数年前に使途を特定されなぃ地方交付税に変更さ

れたところ,多くの自治体において学校図書館図書購入予

算が地方交付税に積算されている額に満たない状況を呈し

ている。もちろん使途を特定されていないのだから,当該

財源を学校図書館に充てようとそれ以外の分野の経費に回

そうが違法ではない。しかし,全国の自治体において,政
策選択として学校図書館が優先順位の高いポジションを与

えられていないことを推定させる証左にはなる。
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本来図書館の重要性を指摘するのは,地域図書館など住

民の皆 さんが 日常利用する図書館をい うのであって,特別

の図書館ない し図書室のことではない。 しかし,議会図書

室や学校図書館に対する認識が高くないとい うことは,地
域図書館などについても行政や政治から似たような扱いを

受けていることは想像に難 くない。 もつといえば,そ もそ

も政治家や 自治体関係者が普段仕事をする上で図書館を利

用 し:そのサポー トを受けながら質の高い成果に結びつけ

る習慣がないのではないかとい うことだ。こんな風土 と環

境の中からは,図書館に対する正当な評価はなかなか生ま

れにくいだろう。

2.分権の「砦」としての鳥取県庁図書室の実践

2005年秋,鳥取県庁内に「県庁図書室」を設置した。そ

れまで県庁内に図書室がないことに筆者は不便を感じ続け

ていたが,他県でも庁内図書室を有している府県は稀であ

ると聞かされ,そのことに些かの驚きを禁 じえなかった。

図書館ないし図書室のない環境の中で自治体の職員は日常
一体どうやつて政策形成などに必要な資料や図書を調達し

ているのだろうかと疑間に思うからである。

そこで折に触れて職員から仕事の仕方などを聴取してみ

ると,予算や条例案などを検討するに際し,それに必要と

なる内外の事例や情報などを広く集め,これらを参考にし

つつ成案を得るというプロセスがほとんどみられないので

ある。もちろん徒手空拳でというわけではなく,それなり

の「参考書」はひもといているιしかし,それらは往々に

して関係省庁が作成したマニュアルであったり,解説本で

あつたりする。それがいけないとはいわないが,こ うした

マニュアルや解説本だけに頼つて政策や条例案を作る「生

活習慣」は褒められたことではない。まして地方分権の時

代の自治体の仕事のあり方としてはふさわしくない。

地方分権の時代にあっては,地域の硯場で課題が発生し

た際,これを解決するためには国の対応をひたすら待つの

ではなく,自 治体が独自に解決策を講じなければならない。

そのためには自ら考える力が必要となり,考えるためには
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基礎 となる資料や情報が欠かせない。その際,従来のよう

に「メイ ドイン中央官庁」のマニュアル本は多少の参考に

はなるかもしれないが, 自治体が独自の施策を考えるため

には総 じて役に立たない。これ らのマコュアル本は国が

作つた政策の解説であつた り,すでにある先例の紹介で

あつた りして,現場で発生 した前例のない新しい課題の解

決には縁遠いからである。

しからば,その真に必要となる資料や情報をどこで手に

入れたらいいのか。それこそが図書館であるというのが筆

者の考えだ。ただ,図書館には行政やその中で働 く公務員

のために使い勝手がいいように書籍や資料が整理され,用
意されているわけではない。必要な資料や関連書籍は図書

館の月彰大な蔵書群の中に埋もれている。その中からいかに

有益な情報を取り出せるかがポイン トとなるが,その作業

を効率的かつ的確に行 うのが専門職としての司書の役割に

ほかならない。

鳥取県庁図書室といっても庁舎内の小さな一室を占有し

ているに過ぎない。自前の蔵書はほとんどない。一見それ

で何ができるのかと話 しがる人も少なくないだろう。実は

この図書室は事実上鳥取県立図書館の分室としての性格を

有している。自前の蔵書はほとんどなくても,背後に県立

図書館の膨大な書籍と資料 とが控えていている。いわば県

庁図書室は県立図書館へのアクセスポイン トとしての位置

付けなのである。そのアクセスを的確に行 うのが司書の役

割であることはいうまでもなく,県庁図書室には優秀な司

書が配属されている。

当初県庁図書室の使い方になれていなかつた県庁職員も

今ではかなり使いこなすようになつている。自ら新 しい政

策を考える時や職務上の知識を仕入れる必要が生じた時な

どに,資料や情報を求めて,まず図書室の司書に相談を持

ちかける習慣が徐々に身につくようになってきた。

筆者自身にもこんな経験がある。筆者は先年中央教育審

議会の委員を務めていた。そこでは教育に関し広範な議論

が行われる。その際その議論から取 り残されないためには,

委員として単に事務局から配布 される資料を追 うだけでな

く, 自らも積極的に関連する知識や情報を仕入れておかな

ければならない。あるとき,筆者が何事につけ注目してい

る北欧,特にフィンランドの教育の実情が知 りたいと思い
,

東京出張時に都内の大規模書店で関連図書を探 したのだ

が,適当なものは見当たらない。そこで出張から帰つた後

県庁図書室の司書にその意を伝えたところ,たちどころに

関連図書や資料のリス トが提示されたのである。そのリス

トに掲載された本や資料の多くは県立図書館に所蔵されて

いるが,一部は国会図書館など他の図書館にしかないもの

も含まれている。このリス トの中から真に必要となる文献

を取り寄せ,それに目を通すことによって,筆者はフィン‐

ランドの教育制度やその運用の実態などの概略を把握する

ことが可能となった。このことがその後の教育のあり方を

めぐる議論の中で大きな支えとなつたことは言うまでもな

い。

とかくわが国の地方自治体では知識や情報を中央官庁に

依存する傾向が強い。知識や情報を中央官庁に頼つている

と,思考の枠組みまでも中央官庁モー ドー色にな りかねな

いし,現にそうなっている自治体も少なくない。これでは

地方分権時代といつても絵にかいた餅だし, 自治体の自立

からはほど遠い。地方分権とは単に権限や財源を国から自

治体に移譲することを意味するのではなく,現場で自ら考

え自ら判断することが大切であることは先に述べたとお り

である。思考の枠組みは中央官庁から与えられるもので

あってはならず, 自治体が自ら形成 しなければならない。

それには自治体が必要とする知識や情報も中央官庁に頼る

ことなく,これらを自前で調達するシステムが機能 しなけ

ればならないはずだ。

黙つていてもまるで洪水の如く大量の文書や情報が中央

政府から自治体に押し寄せてくる毎日である。それに1亡殺

されているだけでつい仕事をしたような気になっているよ

うでは,自 立からはほど遠い。知識や情報が得 られる自前

のシステムが存在 してはじめて自治体の自立は可能 とな

る。これがやや大げさに言えば地方分権の砦としての役割

であり,わが鳥取県庁図書室のミッションもそこにある。

3.レ ファレンスを通じて垣間見えたわが国の知的

環境

鳥取県では2000年 10月 に鳥取県西部地震と呼ばれる大

きな地震災害に見舞われた。幸いこれによる死者はいな

かつたものの,マ グニチュ~ド 7・ 3,最大震度は 6強 と規

模だけでいえば阪神淡路大震災に匹敵する大きな地震災害

だった。この経験を踏まえ,鳥取県ではその後各地で発生

する災害にも常に関心を持ち,今後の災害対策に役立つ情

報などの収集に注意を払つている。

一昨年アメリカ南部で発生 した大型ハ リケーン「カ ト

リーナ」に対し県庁防災担当部局はことのほか強い関心を

抱いていた。単に災害の規模が大きかったというだけでな

く,発生前の対応や発生直後の応急対策の面で行政め失敗

が推定され,それを知ることによつてこれを他山の石にで

きると考えたからである。当初県では調査のために被災地

に職員を派遣することも検討した。ただ,すでに政府をは

じめとして数多くの調査団が日本から現地に赴いてお り,

それらの調査報告書も出ているはずだ。ここで敢えて独 自

に不慣れな調査隊を送 り出すよりは,むしろそれらの報告

書などを取 り寄せこれを分析した方が効果的ではないかと

の結論に達したのである。

そこで担当職員は早速県庁図書室の司書にレファレンス

を依頼 したところ,数 日ならずして関連図書や論文さらに

は各種報告書の膨大なリス トが出来上がった。この時点で

災害発生からほぼ 1年を経過していたので,相当数の論文

などが書かれているのは当然ではある。ただ,そのリス ト

を見て驚いたことは,なんとほとんどの資料がアメリカで

書かれた英語のもので, 日本語の文献はほんのわずかしか

なかつたとい うことである。しかもその数少ない日本語の

文献も,例えばミシシッピー川の堤防の構造に関するもの

など専門分野に関する技術的なものであつて,この災害の
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全容,被災地や被災者の置かれた状況と課題,行政の対応

の誤 りやそこから得 られる教訊|な ど,全体を概括する内容

のものは皆無に近い状態だつたのである。

結局われわれが知 りたい情報は日本語の文献からはほと

んど得ることができず,英語の文献や資料しか利用するこ

とができなかった。職員は悪戦苦闘しながらも英語を読み

こなし,多少の時間がかかつた後,一つの報告書をまとめ

るに至った。それを読むと,こ の災害のありさまや行政の

反省点などを実によく把握することができる。特に筆者が

最も強い関心を寄せていた大規模災害発生時における連邦

政府,州政府およびニューオリンズ市当局の連携のあり方 ,

その連携がうまくいかなかった事情や背景などもよく理解

することができるものだった。これは今後のわが国の災害

対策に大きく神益するものであるに違いない。

ということでそれはそれでよかったのであるが,よ くよ

く考えてみればこんなことでいいのだろうかとの思いも強

い。それは政府やマスコミさらにはアカデミズムも含め,

わが国の貧困な知的環境の一端が垣間見 られるからであ

る。この災害から何かを学び取ろうとして調査に派遣され

た人は数多くいる。しかし,利用できる日本語の文献に限つ

てV｀ えば,その対象は堤防の構造に関するものの如く,ご
く狭い専門領域にとどまっている。ハー ドの分野もソフト

の分野も含めて一つの災害を鳥厳し,これを トータルに把

握 した上で今後の教訓にしようとのバランスのとれた知的

関心が見られないのである。ここにわが国の貧困な知的環

境を読み取らぎるを得ないのである。

ひよつとすると調査団によってはこのような関心を持っ

て調査 し,それなりの報告書をまとめているのかもしれな

い。 しかし,たとえそうだったとしても,それが一部の関

係者の間で専有され,世の中に広く共有されていなければ

真の報告とはいえないだろう。これも貧困な知的環境の一

つの側面ではある。

ともあれ, これらのことが判明したのは司書に対するレ

ファレンスを通じてであつたし,英語の豊富な文献・資料

を手に入れることができたのもまさしくレファレンスの成

果である。 レファレンスが如何に重要であるか,図書館の

持つこのレファレンス機能を利用することによってどれほ

ど知的空閲が広がるかを多くの皆さんに理解 してもらうこ

との大切さをあらためて痛感 した次第である。

4.議会 の 自立 と議会図書室

冒頭で紹介したように,わが国の地方議会ではすべから

く議会図書室を設置することが地方自治法で義務付けられ

ている。読者の皆さんは果たしてこのことをご存知だった

だろうか。知っていたとしても,法が地方議会に図書室の

設置を義務付けている意義や理由までご存知の方は多分稀

だろうしおそらくは当の地方議員の多くもそのことをあま

り認識していないのではないか。それを例証するものとし

て,全国の多くの (あ るいは「ほとんどの」と言い換えた

方が適切かもしれないが)議会図書室が倉庫ないし物置状

態のまま放置されていることはすでに指摘したとおりであ

る。

そもそも何ゆえに地方自治法は全での地方議会に図書室

の設置を命 じているのだろうか。それはこの設置を義務付

けている条項の場所を見てみると理解が容易である。議会

図書室の設置義務が書かれているのは地方 自治法第 100条

である。この第 100条は実は自治体および議会関係者に

とつてはつとに有名な条文である。

ただし,それは議会図書室設置義務としてではなく,議  _
会が有するいわゆる 100条調査権の根拠規定として,であ

る。100条調査権とは地方議会が持つ強力な調査権限だ。

議会が一般的に持っている自治体執行部に対する質問権や

調査権とは異な り,調査対象は行政外にまで及ぶ広範なも

のである。カロえて,議会が設置した調査委員会への出頭な

どについては,裁判の場合と同様一定の強制力をも伴つて

いる。これは国会における国政調査権と並ぶ強力な調査権

ffをこ去薫[権量套91二 rン
が励勤にあ, _1

議会図書室設置の根拠がこの100条調査権と同じ条文中

に規定されていることからしても,議会図書室設置の意義

が議員のミッションである調査活動を資料情報面で支える

ことにあることは容易に理解できよう。全国の議会関係者

はこのことをよく認識 しておくべきである。

というのは,現状において多くの地方議会議員の皆さん

が「質問」など執行部に対するチェックや調査のために必

要となる資料や情報を適切に入手しているかどうか,υ さヽ

さか危惧 しているからである。多くの議員は資料や情報を

日頃どこから手に入れるのが一般的だろうか。おそらく執

行部を通じてではなかろうか。もちろんそのことは間違っ

てはいないし,非難されるべきでもない。当該自治体の財

政運営や施策について,自 治体の内部資料は欠かせないし,

議員には当然の権利として地方自治法により「資料請求権」

が認 め られてい る。

クtfi孵を1lit』lFl〕僧当な:ξl13楷』lTrλ落雪:` ):
からしか得られない場合,果たして十分なものを収集する

ことが可能だろうか。例えば,執行部の行政運営に関し他

によりふさわしい政策選択があるのではないかという問題

意識を議員が持ち,そのことを実証するために必要な資料

や情報を執行部から求めたとしよう。そめ場合,その資料

や情報を求められた執行部の職員は,他の選択肢の方が優

れていることを明らかにするような資料や情報を進んで出

すはずがないとまず考えるべきである。逆に執行部が選択

した政策の正当性を示す資料や情報を積極的に提示するに

決まっている。職員のその姿勢の当否はともかくとして,

それが,一生懸命職務に励む職員の常であり,人情という

ものだ。そこで,その資料を見たり説明を受けたりした議
員は,当初の問題意識を失って,む しろ執行部の選択肢の

方に共感を覚えその応援団に変 じることも稀ではなかろ

う。これもまた人情というものかもしれない。

しからば,このような場合に議員はどうすればいいのだ

ろうか。それは,単に該当の政策を考案した当の執行部か
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ら提出される資料や情報さらには直接の説明だけを頼 りに

して判断するのではなく,これらと距離をおいた資料や情

報を併せ持つことである。いわば資料や情報に関して「対

抗軸」を持っておくことだ。それは例えば,似たような政

策課題に対応 して実施している他の自治体の事例に関する

情報であったりする。執行部から出てくる情報の中では,

往往にしてうまくいつているケースばかりが紹介されてい

て, うまくいっていない事例は捨象されるのが通例だ。た

まに紹介されていたとしても,それは特殊要因によってう

まくいかなかったのであり,わが自治体で実施する場合に

は問題ないことを説得するための「ネ甫強材料」として活用

されることが多い。

しかし,実際には執行部の見方とは異なり,そのうまく

いかなかった他の自治体の事例には単に特殊要因にとどま

らないで,「失敗の本質」が潜んでいるかもしれない。それ

を見抜くには執行部提出の資料において示された視点とは

異なる視点が求められる。 しかも失敗の事例は一つではな

く,も つと多くの自治体に存在する可能性も否定できない。

これらに関する資料やそれを論じた報告書などをできるだ

け多く集め,それに目を通すべきだろう:

政策選択を検討する際,求められる資料や情報は国内の

自治体の事例にとどめない方がよい。広く海外に目を転じ,

諸外国の自治体の同種の政策や事例などを知ることも大切

なことだ。以上述べた失敗事例に関する資料や報告書,さ
らには参考 となる諸外国の事情に関する情報などが,ま さ

しく資料や情報面での「対抗軸」という意味合いである。

では,議員はいかにしてこの対抗軸を持つことができるの

か。それが議会図書室であることは言 うまでもない。

地方議会は自立した存在であらねばならない。そもそも

自治体はいずれも住民の代表である首長 と議会とで構成さ

れている。これがすなわち「二元代表制」であり,別の表

現として首長と議会とが「車の両輪」だとも称される6こ
の「車の両輪」に関しとかく誤解も多い。車の両輪なのだ

から執行部と議会とはいつもびつたリー致しているべきだ

とする考えがその典型だ。ぴったり=致するためには,い
つも根回しなどで意見や考えを共有し,異論や反論がない

ようにしておく必要がある。しかし,これでは議論の「多

様性」が失われてしまうので,民主主義の本質からはずれ

てしまう。びったリー致するとは,車にたとえればそれは
「両輪」ではなく「丁輪車」にほかならならず,その運転は

実に危なつかしい。本来草は二つの車輪の間に適度な間隔

があることによってはじめて安定して前に進むことができ

る。これによって真の「車の両輪」になるはずだ。
「車の両輪」になるためには議員の資料・情報取得能力が

問われる。議会の調査活動などに欠かせない資料や情報を

もっぱら執行部に依存している状態は,「車の両輪」ではな

い。それは極めて重要な資料情報面において,一方の「草

輪」の議会が他方の「草輪」である執行部に嵌め込まれて

いるようなものであって,「いびつな一輪草」だ。これでは

議会の自立などおぼつかない。

筆者は,全国の地方議会においてその図書室をぜひ今一

度総点検 した上で,あ らためてその整備に力を入れてもら

うよう呼びかけている。できれば専任のスタッフ,特に司

書資格を持っている職員を配置してもらいたいと願つてい

る。所蔵する書籍や資料の充実には,予算面やスペースの

都合で自ずから限界があるだろうが,その際には鳥取県議

会図書室が実践しているように,県立図書館などの公共図

書館とのネットワークを活用したらいい。

こうして再デビューした議会図書室を通じて利用できる

豊富な資料や情報,これにアクセスするための優秀な司書

のサポー トにより,わが国地方議会の議員の皆さんには自

治体運営のあり方や政策形成などについてもつともつと勉

強してもらいたいと願っている。

実は,現下わが国自治体の焦眉の課題はその質を高める

ことにある。質を高めるとは首長を含む執行部の質を高め

ることはもちろんだが,議会の質を高めることがもつと重

要だ。執行部をチェックし,政策提言を行 うだけでなく,

本来議会は「立法機関」として政策課題を自ら制定する条

例によリルール化することを本務としているからだ。

この本務を含めて議会が本来の使命を果たすようになる

ことで, 自治体の質は格段に向上する。そのためには,議
員は執行部 とは距離を置き,執行部に依存 しない情報源を

保有する必要がある。保有するだけでなく,その情報をフ

ルに活用してこれを議会活動に生かさなければならない。

議員にもつともつと勉強してもらいたいと言つたのは,以
上のような文脈においてである。ややオーバーな表現をす

れば, 自治体の質を高めるため議会図書室のありようが問

われるのが地方分権時代なのである。

5:民主主義 の砦 と しての図書館

地方分権について,その砦としての役割を県庁図書室と

その背後の図書館が担っていることはすでに紹介 した。実

は民主主義について,似たような事情が政府 と国民の間に

も,また, 自治体と住民の間にも存在 している。国民に対

し政府は絶大な権限を持つており,かつ,両者の間の情報

格差は政府 と自治体間に存する格差の比ではない。本来民

主主義の社会では政府 と国民との間でできるだけ広範な情

報共有が必要である。ところが,両者の間に絶対的な情報

格差がある場合には,国民は政府によって知らず知 らずの

間についつい情報操作をされてしまいがちで,それだと民
主主義の根幹は揺らぎかねない。

先年社会保険庁の組織 ぐるみの腐敗が天下に明 らかに

なった。その際,この社会保険庁によって管理 されている

年金がちゃんと適正に運用されているのかどうか,多 くの

国民は不安に陥った。現に当時全国各地の社会保健事務所

に長蛇の列ができたことは記憶に新しい。自分が加入 して

いる年金は大丈夫なのか,不安いつぱいの国民は社会保険

事務所の担当官を問い詰めたに違いない。でも担当官の答

えは決まつている。「大文夫ですから心配しないで下さい」

である。

筆者はこんな状況を見るにつけ,わが国民は本当に情け

ない存在だとつくづく考えさせられるのである。年金 とい
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う人生の後半を託す制度の信頼が揺 らぎ,大きな不安が生

じた際,これを確かめるためには,その不安を生じさせた

当の相手のところに出向き,おそるおそる問い,あげくそ

の相手から「大丈夫」だと気体めを聞かされるしか術がな

いか らである。もちろんそれは気体 めではないかもしれな

い。 しかしそれすらも確かめようがないではないか。これ

でも国民は自分が「主権者」だと胸を張れるのだろうか。

もう一つ例をあげる。政府はこれまで躍起になって市町

村合併を押し進めてきた。政府によれば合併した自治体の

未来はバラ色であって,多少の不安や課題は予見されるも

のの,それらは自助努力と政府の強力な支援措置により全

て払拭ないし解決されるとのことだった。政府はこうした

考えをマスコミや政府広報を通じて広く国民に訴え,かっ,

全国各地で説明会などを開催 したものだ。

これに対し,只管規模を拡大する方針に疑間を持った国

民も少なからずいた。また,政府の言 うことが本当に正 し

いのかどうか,確かめてみたいと考えた住民もいたはずだ。

ではその住民の皆さんはこれに必要な情報や資料を一体ど

こで手に入れることができただろうか。政府に聞いてみて

も,政府は合併推進しか頭にないから,当然これに疑問符

をつけるような資料や情報が出てくるはずがない。

そこで最寄りの自治体に問い合わせてみたとしよう。今

でこそ合併の弊害があちこちで語られるようになり,合併

は「バラ色」ではなく「イバラの道」だったと認識する地

域も出てきたが,当時は全国のほとんどの自治体が政府の

方針に忠実に従い,これを後押しする資料しか持ち合わせ

ていなかったのが実情である。心ある住民が合併の功罪を

検討 しようと勢い込んで資料収集に乗 り出したところ,

やつばり合併はバラ色だとする資料と情報を押し付けられ

てしまつたに違いない。ここでも「主権者」の情けない一

面を見ざるを得ないのである。

本来民主主義の社会においては,権力による情報操作な

いし権力の側に操作する意思がないとしても, 日々大量に

垂れ流す情報に対抗するための情報拠点の存在が不可欠で

ある。その役害」は通常マスコミであった り,アカデミズム

であったり,場合によっては POな どに期待されるし,

わが国においてこれらがそれなりの機能を果たしているこ

とを否定するものではない。

しかし,国民生活や国の将来にとって重要な事柄につい

てこれらの機関が常に対抗軸として機能 し,結果 として国

民にバランスの取れた情報環境を提供 しているかといえ

ば,必ずしもそうとは言えない。その典型的な例 としてあ

げたのが,先の年金不安と市町村合併である。前者は政府

の不始末,後者は政府が腕まくりをして進めた施策に関す

ることで,政府自体からバランスの取れた情報が出てくる

ことを期待し難い分野だ。こうした事柄について対抗軸が

存在 しない,ないし対抗軸はあつてもそれが著 しく脆弱で

あったとしたら,国民は貧困で歪な情報環境の中に身をお
・

`

くしかない。それでは国民は民主主義国家の真の「主権者」

とはいえまい。

では一体どうしたらいいのか。ここでもやはり図書館に

期待せ ざるを得ないのである。図書館が国民・住民にとっ

て大切な事柄について常にバランスの取れた情報環境を提

供する。それは政府の一方的な情報に惑わされることなく,

むしろ敢えてそれらへの対抗軸としての情報環境を整える

ことにほかならない。例えば年金問題に即していえば,年
金の将来を社会保険庁の資料によらないで客観的に推計し

た資料であり,年金を管理し運用する社会保険庁自身の抱

える問題点やその解決方策を示す論説などだろう。市町村

合併であれば,合併によつて生じうる負の影響,例えば従

来自分たちの地域のことは自分たちで決められていたの

に,合併後は決められなくなる仕組みを理解できる資料 ,

北欧のようにわが国より小規模の基礎的自治体が質の高い

行政運営を行つている実情などである。

こうした資料や情報に容易に接することによってはじめ

て,国民は自らの年金問題を正しく把握することができ,

管];是倉をF窒芳櫂男|:意事:尋兵量ft[λ 菖⑮薦λ  〕 (

機能は,多様で柔軟 l■のある真の民主主義社会を作り,こ
れを維持するためには不可欠のインフラである。 と同時に

これらは図書館本来の機能そのものでもある。

ではそもそも図書館本来の機能とは何か。それは:すな

わち図書館のミッションを考えることでもある。筆者は図

書館のミッションは「自立支援」にあると考えている。国

民・住民が自立するための「知的インフラ」だという意味

だ。最近各地の図書館で「起業支援」の取組みが展開され

るようになった。その積極的な姿勢は評価に値するし,図
書館におけるこの種の活動がわが国ではまだ始まったばか

りなので,話題として取 り上げられることも多いが,筆者

は起業支援も図書館本来の機能の一つに過ぎないと捉えて

いる。それは国民 1住民が仕事面で自立するのを支援する

活動にはかならないからだ。

鳥取県立図書館では「闘病記文庫」を開設した。病魔に

曇:隻i長CΣ天曇撃峯こ菫貰亀今省れ14鐘5な 鮒 T  )11
希望を取り戻していただければとの願いを込めたものだ。

この「生きて行く力」があってはじめて「自立」も可能と

なる。自分の日で確かめたことはないが,「 自殺したくなっ

たら図書館に行こう」とのスローガンがアメリカのある図

書館に掲示してあるそうだ。これこそ「生きて行く力」す

なわち「自立」を支えることが図書館の重要な役害」である

ことを端的に表現している:

ともあれ,図書館のミッションは自立支援にある。民主

主義社会を維持し,その中で主権者 として生きていくには

市民として「自立」することが必要だしそのためにはバラ

ンスの取れた客観的な情報環境が整えられていなければな

らず,その機能を果たすのが図書館である。その際,権力
への知的対抗軸としての機能を敢えて図書館には期待した

い。現在のわが国において政治的市民の自立支援にはこの

対抗軸が不苛欠だと考えるし,それが民主主義の砦になる

からだ。
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6.終 りに

本稿では図書館の役害」をちょっと違つた視点か ら取り上

げてみた。良主主義と図書館との関係に焦点を当てて:図
書館のミッションを考えてみたものだ。元来図書館の役害J

を論ずる場合,=般の利用者に視点を置 くのが通例だろう

が,こ の際敢えてそれは捨象した。その視点での考察は,

多くの識者特に筆者などより図書館 との関わりが深く,か
つ,専門的知見に富んだ方に委ねるのがふさわしいと考え

るからだ。

筆者は,図書館にとってはいささかマージナル とも思え

る視点から図書館のあり方を論ずることによって,かえっ

て現代社会における図書館が持つ本質的役割に気づかされ

る面があると考えているぉそれは同時に図書館のミッショ

ンを再認識する過程でもある。

全国各地の図書館関係者から,図書館の禾」用者 と応援団

が少ないことや図書館に対する世間の理解が乏しいことに

ついて,不満や嘆きを開かされることが少なくない。そう

した場合には,図書館のミッションをあらためて考えるよ

う勧めることにしている。単に貸し出し冊数を増やすのが

ミッションだとすれば,何でもいいから住民が好んで読む

本を多く揃えておけばいい。しかし,それで図書館に対す

る世間の理解が進むとはとうてい考えられないし,む しろ

そんな趣味的な読書を税金で支える必要はないと批判 され

てしま うのが落ちだ。これは明らかにミッション誤 りの結

果である。

筆者は長年の図書館との関わり,それは利用者 としての

関わりでもあるし,行政あ長としての関わりでもあるのだ

が,その関わりを通じて図書館の役割とミッションを常に

考えてきた。その結果,地方自治や民主主義をライフワー

クとする:筆者にとつて,図書館 とはこの分野においてもき

わめて重要な知的インフラだと認識するに至っている。幸

い 8年前に県知事というポジションを与えられたので,誰
に頼まれたのでもなくこの認識に基づいて自分の力の及ぶ

範囲で図書館環境の整備に取り組んできた。本稿では,他
の自治体などでも参考にしてもらえればと願い,その取組

みの一端などを紹介した次第である。

最後に筆者 自身にとつて大変嬉 しい話題を紹介 してお

く。それは昨年末の図書館総合展においてわが鳥取県立図

書館が「Library of the year」 に選定されたことだ。 日本

一の図書館づくりを目指して頑張ろうと,図書館スタッフ

がミッションを大切にしながら創意工夫と努力を重ねたそ

の成果が高く評価されたされたことを,筆者はわがことの

ように喜んでいる。図書館スタッフとそれを支える利用者

の皆さんに敬意を表して止まない。   |
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図書館におけるメイカースペースに関する調査 回答館の 41%は メイカースペースを提供

2013年 12月 17日  カレントアウェアネス‐E No.2292012.12.28

マイアミ大学 GardneF‐ Harvey Libm″ の図書館長、John Burke氏 が 2013年 10～ 11月 にかけて行った、

図書館におけるメイカースペースに関する web調査の結果の一部が 2013年 12月 16日 付けの L「

InTFOdocketの記事で公開されています。

この調査は 12の図書館関係メーリングリス トや Twitter、 Facebookを通じて回答を呼び掛けたもので、

143の図書館員から回答が集まりました。回答のあった図書館のうち、41%は現在すでにメイカースペー

ス (ないしはそれに類する活動)を提供しており、360/0は近い将来、メイカニスペースをはじめることを

計画しているとのことです。これらの現在すでにメイカースペースがある、ないしは近い将来はじめるこ

とを計画している図書館のうち、
｀

・51%は公共図書館、36%は大学図書館、9%は学校図書館である

。36%は図書館の予算内からメイカースペースの費用を捻出しており、29%は助成金を取得、14%は寄付

を得ている  .

・52の 図書館で利用に際しなんらかの料金をとっている、またはとることを検討している。このうち40%

は消耗品費をとっている

。メイカースペ‐スで提供されているものとしてはコンピュァタが 67%と 最も多い。次いで 3Dプ リンタ

(46%)t写真編集環境 (45%)、 動画編集環境 (43%)な どが多いが、そのほかにもプログラミング環境、

スキャン環境、ウェブサイ ト構築環境、デジタル録音環境、3Dモデリング環境など、さまざまなものが提

供されている

といつた結果が報告されています。L「 INFOdocketの 記事中ではより詳細な結果述べられていますが、さ

らに詳しい調査結果については2014年刊行予定の図書"Makers,aces:APractical Guide for Librattans"

中で執筆される予定とのことです。

参照 ファブラボ (FabLab)やハッカースペース (Hackerspace)

Rёsults Frott IMakerspaces in Libraries" study Releised(LIINFOdocket、 2013/12/16小ナけ)

httpブ/ww躙LinfOdocket.cOm/2013/12/16/results‐ Ofl12akerspaces‐ in‐ hbranes‐ study‐released/
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デトロイト公共図書館における「Maker Space」
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